
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹波自然運動公園丹波自然運動公園丹波自然運動公園丹波自然運動公園「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツのつどのつどのつどのつどいいいい」」」」        
『『『『第第第第２１９２１９２１９２１９回障害者回障害者回障害者回障害者スポーツスポーツスポーツスポーツのつどいのつどいのつどいのつどい』』』』 障害のある人やその家族、ボランティアの人々が、スポーツの楽しみや仲間との交流を深める機会として開催します。 ●日 時  ３月１４日（火）午後１時３０分～３時３０分（受付は１時から） ●会 場  丹波自然運動公園 体育館 ●内 容  卓球バレー、ボッチャ、室内グラウンドゴルフ、フライングディスク ●対象者  京都府中部地域在住の障害のある人とその家族、ボランティア ●参加料  無料 ●指導者  京都障害者スポーツ振興会の指導者 ●その他  当日、会場で受付を行いますので、事前申込は不要です。 
『『『『シニアスポーツシニアスポーツシニアスポーツシニアスポーツのつどいのつどいのつどいのつどい』』』』    シニア世代の余暇活動の一環として、手軽に誰もが楽しめるスポーツを行い、自らの健康への意識の高揚と仲間との交流を深める機会として開催します。 ●日 時  ３月１７日までの各金曜日 午前９～１２時 ●会 場  丹波自然運動公園 球技場 ●内 容  グラウンドゴルフ、マレットゴルフ ●対象者  京都府民（主に６０歳以上） ●参加料  ２００円（受付時） ●その他  当日、会場で受付を行いますので、事前申込は不要です。       雨天やグラウンドコンディション不良の場合は中止します。    ◇問合せ先 財）京都府公園公社丹波自然運動公園         TEL）８２－０５６０  FAX)８２－０４８０ 

平成平成平成平成１８１８１８１８年度国税専門官年度国税専門官年度国税専門官年度国税専門官をををを募集募集募集募集しますしますしますします         国税庁では、下記のとおり平成１８年度国家公務員国税専門官採用試験（大学卒業程度）を行います。  ●受験申込受付期間  平成１８年４月３日（月）～４月１４日（金）            ※４月１４日までの通信日付印有効 ●受験申込先  希望する第１次試験地を所轄する各国税局、沖縄国税事務所         ※希望する第１次試験地が京都市・大阪市の場合は大阪国税局 ●受験資格  ①昭和５４年４月２日～昭和６０年４月１日生まれの者         ②昭和６０年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの         （ア）大学を卒業した者および平成１９年３月までに大学を卒業する見込みの者        （イ）人事院が(ア)に掲げる者と同等の資格があると認める者 ●採用予定数  約９５０名 ●試験日程  第１次試験 ６月１１日（日） （受付８：１５ 開始８：４５～終了１８：００）         第２次試験 ７月２４日（月）～２７日（木）の第１次試験合格通知書で指定する日 ●試験の方法 ◎第１次試験  ・教養試験（多枝選択式）  公務員として必要な一般的な知識および知能についての筆記試験     ＜必須＞２５題（時事３、文章理解８、判断・数的推理１０、資料解釈４）    ＜選択＞３０題（自然、人文、社会各１０）から２０題  ・専門試験（多枝選択式）    ＜必須＞次の２科目（各７題） 民法・商法、会計学（簿記を含む）    ＜選択＞次の９科目から４科目（各７題）         憲法・行政法、経済学、財政学、経営学、政治学・社会学・社会事情、英語、商業英語、情報数学、情報工学  ・専門試験（記述式）  次の５科目（各１題）のうち１科目選択         憲法、民法、経済学、会計学、社会学 ◎第２次試験  ・人物試験  人柄、対人的能力などについての個別面接 ・身体検査  主として胸部疾患（胸部エックス線撮影を含む。）、尿、その他一般内科系検査 ※注：第１次試験の際、人物試験の参考とするため、性格検査を行います。 ※注：専門試験（記述式）の採点結果は、第１次試験の合格者決定には反映させず、最終合格者決定の際に、他の試験種目の成績と総合します。 ●合格発表日  第１次試験 ７月４日（火）         最   終 ８月２９日（火）         ※採用内定時期は１０月以降 ●申込用紙請求先 ・大阪国税局 〒５４０－８５４１ 大阪市中央区大手前１－５－６３  ・人事院近畿事務局 〒５５３－８５１３ 大阪市福島区福島１－１－６０ ※郵便で申込用紙を請求する場合は、往信用封筒の表に赤字で「国税専門官請求」と書き、１２０円切手（１部の場合）を貼ったあて先明記の返信用封筒（角形２号：Ａ４判）を同封してください。  ◇問合せ先 最寄りの税務署（園部税務署） TEL）６２－０３４１       大阪国税局    TEL）０６－６９４１－５３３１ 人事院近畿事務局 TEL）０６－４７９６－２１９１ 

平成十九年歌会始平成十九年歌会始平成十九年歌会始平成十九年歌会始のおのおのおのお題題題題    「「「「月月月月」」」」     平成十九年歌会始のお題は、「月」と定められました。宮内庁では、次の要領により、詠進歌を募集します。  （１）詠進歌は、お題を詠み込んだ自作の短歌で一人一首とし、未発表のものに限ります。 ※お題を詠み込んでいない場合、一人で二首以上詠進した場合、既に発表された短歌と同一または著しく類似した短歌である場合、歌会始の行われる以前に、新聞・雑誌その他の出版物、年賀状等により発表した場合、その他詠進要領によらない場合は失格となります）  （２）書式は、習字用の半紙を横長に用い、右半分にお題と短歌、左半分に郵便番号・住所・電話番号・氏名（本名、ふりがなつき）・生年月日および職業（なるべく具体的に）を縦書きで毛筆にて自書してください。＜書式図参照＞       ＜書式図＞     （横 長）  〒 住 所 電話番号 氏 名ふりがな 生年月日 
職 業  お題「月」 

  ・・・・・・・・・ 
・・・・・・・・・  （３）病気または身体障害のため、毛筆にて自書することができない場合は、代筆（墨書）またはワープロやパソコンを使用して印字することができます。ただし、その理由（代筆の場合は、代筆者の住所、氏名も明記）を別紙に書いて詠進歌に添えてください。視覚障害の方は点字で詠進しても差し支えありません。  （４）詠進の期間は、９月３０日までとし、郵送の場合は、消印が９月３０日までのものを有効とします。  （５）郵便のあて先は、「〒１００－８１１１ 宮内庁」とし、封筒に「詠進歌」と書き添えてください。詠進歌は、小さく折って封入して差し支えありません。  （６）疑問がある場合には、直接、宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手をはった封筒を添えて９月２０日までに問い合わせてください。また、宮内庁ホームページをご参照ください。 （宮内庁ホームページ http://www.kunaicho.go.jp/12/d12-08.html） 

( 山折り

 ) 

３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日ににににバスダイヤバスダイヤバスダイヤバスダイヤをををを改正改正改正改正しますしますしますします     ３月１８日にＪＲのダイヤ改正が行われることに伴い、市営バス、ぐるりんバスのダイヤを改正します。  ＪＲとの乗り継ぎなどを考えて、より便利で利用していただきやすいダイヤとなりますので、通勤、通学やレジャーでのお出かけなどにご利用ください。 ※バス時刻表の配布は、地域を運行するバスに合わせて地域ごとに全戸配布させていただきます。市域で他の地域の時刻表が必要な場合は、下記まで連絡してください。  ◇市営バスに関する問合せ先 企画情報課 交通対策係 TEL）６８－０００３  FAX）６３－０６５３ 市営バス 日吉事務所   TEL）７２－０７４７  FAX）７２－０７０６ 市営バス 美山事務所  TEL）７５－１６６６  FAX）７５－１６６６  ◇ぐるりんバスに関する問合せ先 （有）中京交通営業所  TEL)６３－０５２１ 


